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東京都北区中里貝塚保存活用計画策定委員会 

第３回会議次第 

 

平成３０年５月１１日（金） 

北区飛鳥山博物館 講堂 

 

１．開会 

 

 

２．教育委員会挨拶 

 

 

３．人事異動者紹介 

 

 

４．これまでの経過報告 

 （１）総括報告書の刊行について〈資料１〉 

 

 （２）昨年度の策定委員会の意見概要〈資料１〉 

 

 

５．議題 

 （１）史跡の構成要素と地区区分 ＜資料２＞ 

 

 （２）保存活用の基本方針 ＜資料３＞ 

 

 

６．その他 

  ○主なスケジュール 

 

  ○次回委員会 平成 30 年 7 月 20 日（金）午後 1 時～ 北区飛鳥山 

博物館講堂 

 

７．閉会 
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これまでの経過報告 

 

（１）総括報告書の刊行について 

・平成 28～29年度にかけて『総括報告書』をとりまとめた 

・平成 29年度末（平成 30年３月）に『総括報告書』を刊行 （↓報告書抄録より抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（巻頭写真↓→） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料１ 
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◆『総括報告書』p.163～181の「第４章 総括 ～中里貝塚の歴史的価値～」の概要 

※『保存活用計画書』では、史跡指定説明文で明示された内容、および、総括報告書で整理した中里貝

塚の歴史的価値を踏まえ、“中里貝塚の本質的価値”を整理します。よって、以下に『総括報告書』に

おける“中里貝塚の歴史的価値”の概要を抜粋します。 

 

総括報告書で整理した中里貝塚の歴史的価値 

①専業性の高さ 

 （前略）中里貝塚ではマガキとハマグリの大型個体が選択的に採貝され、浜辺で土器を使わずに剥き

身処理して干し貝加工が行われていた。きわめて均質的なサイズを維持できた背後には、生産者集団の

計画的な資源管理が予測できる。また、ハマグリとマガキの特定の採貝季節には、食材の旬を意識した

資源利用形態として見て取れる。 

 

②貝層の規模 

・長さが帯状に最大 700m、幅は 100m以上で東西方向に連なる分布範囲 

・約 800年にわたる継続期間の長さと廃棄単位の大きさが特徴的 

・貝塚本体とする中心部分が層厚 2.0～4.5mと厚い 

 

③周辺遺跡群との有機的関連の明確さ 

 （前略）中里貝塚の形成期間と台地上の集落の消長は、ほぼ併行している。 

 

④武蔵野台地の内陸部集落に供給するシステム 

 （前略）内陸部集落の変遷と中里貝塚の貝層形成は連動しており、そこには生産者と消費者、言い換

えれば需要と供給の関係性が成立するとみて間違いない。 
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（２）昨年度の策定委員会の意見概要 

◆第１回委員会（平成 30年１月 19日開催） 

検討項目 委員長選任、計画策定の目的、総括報告書、史跡の現状と課題など 

主な意見 

史跡の現状について 

・保育園や幼稚園の児童が、よくピクニックで訪れている。地元の高齢者の散歩コースとして定着して

いる。また、町会の活動の場として公園を使用している。 

・小学生～中学生の中里貝塚に対する認知度が低いように思う。 

・最寄り駅の「上中里駅」に、史跡へと誘導する看板や史跡案内の看板がない。 

 

史跡の活用について 

・中里貝塚は当時のウォーターフロントに位置し、台地のほうには現在、博物館などがあるので、そう

いった地形の特徴を感じられるような整備活用ができると良いと思う。 

・加曽利貝塚では、貝塚本体に加えて住居跡も含めて保存活用している。中里貝塚も、独木舟が出土し

た集落の範囲も含めて、保存活用を検討していければと思う。 

 

 

◆第２回委員会（平成 30年３月９日開催） 

検討項目 現地視察、史跡の現状と課題、史跡の構成要素など 

主な意見 

史跡の課題について 

・文化財行政の人員体制について、現在のままでは難しいと思うので、保存管理の課題の中に、「区内

の埋蔵文化財調査や博物館活動の現状維持と拡充」を追加してはどうか。 

・史跡の認知度が低いので、カラーイラストの説明板や駅からの誘導標識などを充実させてほしい。 

 

史跡の保存と活用について 

・「誰が活用するのか」という点をある程度定めて、その対象者にとって「何が必要なのか」を考えて

いくと良いと思う。 

・住宅密集地の中の史跡という状況を踏まえると、史跡広場はあれだけの広さがあるので、避難場所と

しても確保してほしい。 

・陸前高田市の例（＝中沢浜貝塚）のように、指定地内は保存を確実に行い、活用の場としては指定地

外を利用する、というような位置づけを整理すると良い。 

・指定地内や史跡周辺の取扱い基準等を定めていく中で「中里貝塚ではあるが、まだ指定されていない

部分」が要となってくるため、住民の方々との合意形成を丁寧に進める必要がある。 
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議題（１）史跡の構成要素と地区区分 

 

①中里貝塚の本質的価値を構成する諸要素 

・最大で長さ 700m、幅 100mに広がる貝層（全国で最大規模） 

・指定地内に包含されている遺構、遺物 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

・発掘で出土した遺物 

・調査記録や分析データ（報告書など） 

・中里貝塚の研究史 

・古環境や当時の地形、縄文時代の生活様式、社会の仕組みなどの復原 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

資料２ 
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②その他の諸要素 （←現在の史跡指定地内） 

 ②－１：史跡の保護に有効な要素 

     ・史跡を周知するための要素（標柱、境界標） 

     ・史跡の情報提供のための要素（案内板、解説板） 

     ・史跡の活用に必要な要素（来訪者のための便益施設、散水栓などの設備、植栽） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ②－２：史跡の保護のために調整が必要な要素 

     ・史跡景観に違和感を与える要素（児童遊園として整備された広場） 
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③史跡の周辺地域の環境を構成する諸要素 （←史跡指定地外） 

 ③－１：本質的価値に準ずる要素 （＝保護を要する範囲） 

     ・指定地外に広がる貝層や貝処理作業に伴う関連遺構（地下に埋蔵） 

 

 ③－２：本質的価値に密接に関わる要素 

     ・中里遺跡（丸木舟、集石遺構など） 

      →縄文時代の浜辺での活動 

     ・高台の集落（七社神社裏貝塚、御殿前遺跡、西ヶ原貝塚、東谷戸遺跡など） 

      →中里貝塚の形成に携わった人々の集落 

     ・当時の活動の場を想起させる地形（田端微高地、飛鳥山微高地） 

      →中里貝塚周辺の古環境（干潟の形成など） 

 

 ③－３：史跡保護のために調整が必要な要素 

     ・史跡周辺に広がる住宅街、道路、鉄道敷地など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



議題（１）史跡の構成要素と地区区分

◇中里貝塚の推定貝層分布範囲（『総括報告書』第100図より抜粋、一部加筆）

◇上記の推定貝層分布範囲を踏まえた地区区分案
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議題（２）保存活用の基本方針 

 

①基本方針 

保存管理の方針 

・史跡の本質的価値を適切に保存し、後世へ確実に継承する。そのために必要な取扱基準等を定める。 

 

活用の方針 

・地元住民や来訪者等の史跡に対する理解を深め、協働による史跡の保存活用を目指す。 

 

整備の方針 

・史跡の本質的価値を顕在化し、現地で貝層を実感できるような環境整備を目指す。 

 

運営・体制の方針 

・調査研究の推進や保存管理体制の充実、および関係諸機関との連携や地元参画など、幅広い人材の確

保と育成に努め、持続可能な体制づくりを図る。 

 

②地区ごとの取扱い方針 

  

Ⅰ-Ａ，Ⅰ-Ｂ，Ⅰ-Ｃ区 

 →史跡指定地であり、公有地化も済んでいることから、引き続き地下遺構の適切な保全を継続する。 

Ⅱ-Ａ，Ⅱ-Ｂ，Ⅱ-Ｃ区 

 →指定地に隣接する範囲であり、過去の確認調査においても貝層が良好な状態で検出されていること

から、“保護を要する範囲”として地下遺構の保全を図る。 

 →史跡周辺は住宅街となっており、地域住民の生活と密接に関わってくることから、史跡の保護と

人々の住環境の調和を図り、地元との協働によって史跡の適切な保全を継続する。 

 

Ⅲ-Ｂ区 

 →貝層の中心部分からやや離れ、堆積が薄くなっていく範囲であり、周知の埋蔵文化財包蔵地「中里

遺跡」の範囲内であることから、引き続き開発行為の届出など適切な指導を継続する。 

Ⅲ-Ｃ区 

 →「中里遺跡」の範囲内であり、東北新幹線上野乗り入れ工事に伴う発掘調査（昭和 58～59年）

において、中里貝塚に先行する縄文時代中期初頭の遺構や波食崖などが検出されている範囲。 

Ⅳ-Ａ，Ⅳ-Ｂ区 

 →包蔵地の範囲外であるが、史料等から貝層の分布が推定される範囲。貝層の全容解明に向けて、確

認調査等の機会があれば積極的に取り組む。 

Ⅰ区

史跡指定地

Ⅱ区

指定地に隣接

Ⅲ区

包蔵地範囲内

Ⅳ区

包蔵地範囲外

(ＪＲ操作場の敷地内)

タイプＡ
貝層が厚く堆積する
範囲

タイプＢ
貝層の堆積が

薄くなっていく範囲

タイプＣ

貝層が厚く堆積する範囲

（平均で1.5～4.0mの厚さ）

貝層の堆積が薄くなっていく範囲
（1.5m以下の厚さ）

浜辺

(貝処理に伴う作業場など)

資料３ 
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文化庁の指針（保存活用計画の構成） 

 

◇平成 27年（2015）文化庁発行『史跡等・重要文化的景観マネジメント支援事業報告書』 

 参考資料 p.(166)～(170)「４．各計画の要綱（１）史跡等保存活用計画－標準構成／留意点－」 

 

 

 

参考資料 


